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従来、事業場における労働時間の管理方法については、平成 13 年に発出された通達「労働時間の適正な把握のた

めに使用者が講ずべき措置に関する基準」（いわゆる「46 通達」）が 1 つの目安となっていましたが、今回のガ

イドラインはこの通達を修正するかたちで策定されました。 

 

近年、労働時間削減は多くの企業において喫緊の課題となっており、政府の「働き方改革実現会議」でも長時間

労働の是正について様々な議論がなされています。 

昨年 12 月には厚生労働省から『「過労死等ゼロ」緊急対策』が公表され、“違法な長時間労働を許さない取組の

強化策”として以下の項目が挙げられていました。 

（１）新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底 

（２）長時間労働等に係る企業本社に対する指導 

（３）是正指導段階での企業名公表制度の強化 

（４）３６協定未締結事業場に対する監督指導の徹底 

このうち上記（１）に対応するものとして、厚生労働省から 1 月 20 日に「労働時間の適正な把握のために使

用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公表されました。 

 

従来の通達と今回のガイドラインを比較してみると、「労働時間の考え方」という項目が新たに追加されました。 

この項目では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと」であり、使用者の明示または黙

示の指示により労働者が業務に従事する時間は「労働時間に当たる」とされ、業務の準備や後始末の時間、手待時

間、研修等の時間であっても労働時間に該当する例も示されています。 

また、「使用者が講ずべき措置」の内容が従来の通達よりもかなり具体的に示されました。 

特に自己申告制により始業・就業時間の確認等を行う場合の措置について、労働時間の管理者に対して「本ガイ

ドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと」を使用者に求めており、労働者の自己申告により把

握した時間と PC の使用時間の記録等により判明した時間に“著しい
いちじる

乖離
かいり

”が生じている場合には実態調査を行っ

て労働時間を補正すること等を求めています。 

その他、「三六協定の延長」や「賃金台帱の調製」についての注意点も記載されていますので、本ガイドライン

に一度目を通しておき、今後の労働時間管理に活用することをお勧めいたします。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆若手社員の定着には何が有効か？ 

 

 

人手丌足・人材丌足への対応として、政府は

女性や高齢者等の活用を推進していますが、ま

ずは「若手社員の定着」に向けた取組みが重要

だと言えるでしょう。 

経団連が昨年 7 ～8 月に実施した「2016

年 人事・労務に関するトップ・マネジメント

調査」で会員企業の労務担当役員以上（477

名）が回答したところによると、若手社員の定

着状況の改善に向けた取組みについて「必要で

あると感じている」企業は 73.6 ％に上ってい

ます。 

また、定着状況の改善に向けて有効と考える

取組み（3 つまで回答）の上位 5 つは以下の

結果となりました。 

（１）職場での良好な人間関係の構築

（60.7 ％） 

（２）能力や適性に合った配置、納得性の高い

評価制度の整備・運用（54.4 ％） 

（３）労働時間の削減、年次有給休暇の取得促

進（33.9 ％） 

（４）キャリアパスや企業ビジョン・企業理念

の見える化（31.8 ％） 

（５）能力開発の強化（27.9 ％） 

◆採用活動以外にも重要な課

題が 

 

人手丌足・人材丌足に向けた

取組みとして、まずは「採用活

動」に力を入れるのは当然のこ

とですが、「入社後の社員定着」

に向けてどのような施策を行

っていくかも重要な課題だと

言えるでしょう。 

  

◆市販薬の利用が増えるシーズン 

今年も風邪が大流行していますが、皆さんの職場は大丈夫ですか？ これから春に向かうと、花粉症に悩まされる方も

多いのではないでしょうか？ 

冬から春にかけてのこの時期は、辛い症状を緩和するために、病院に行くのは面倒だから／時間がないから…と、手軽

に市販薬を買うということも増えるシーズンです。 

しかし、市販薬は手軽な反面、服用にあたっての注意事項がしっかり認識されにくいという面もあります。 

市販薬の説明書（添付文書）を読み、その内容をきちんと理解したうえで服用するという人は決して多くはありません。

特に自動車の運転や機械の操作に従事する業務がある事業場では、市販薬の利用にも注意が必要です。 

◆運転に影響する危ない副作用も… 

道路交通法では「何人も、前条第１項（注：酒気帯び運転）に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の

理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と規定されています（第 66 条）。 

意外と知られていませんが、ここでいう「薬物」は、麻薬や危険ドラッグだけに限らず、普段服用する薬も含まれます。 

薬の中には、服用することで意識障害やめまい、急な眠気など、安全な自動車運転ができないおそれのある副作用が出る

ものがあります。 

これらの副作用は、多くの人が使用している風邪薬、花粉症の薬、胃薬などでも現れることがありますので、こうした

副作用を持つ薬を飲んで運転すると厳しい刑罰が科される可能性もあるのです。 

◆「気をつけなければならない薬」の調べ方 

薬の副作用と注意事項については、外箱や説明書（添付文書）に「服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでく

ださい（眠気が現れることがあります）」などといった文言が記載されていますので、これで確認することができます。     

また、薬剤師や登録販売者に相談することもできます。 

薬の服用により事故を起こしてから悔やむことのないよう、事業所としても、体調管理と服用薬については注意喚起が

必要です。 

  

人材・人手丌足の状況下で「若手社員の定着」にどう取り組むか？ 

◆人材丌足・人手丌足が顕著な業種

は？ 

 

先日、産業能率大学から、中小企

業（従業員数 6 ～300 人）の経営

者を対象に昨年 11 月に行ったイン

ターネット調査（2017 年 中小企

業の経営施策）の結果が発表されま

したが、「現在の従業員数の充足状

況」について尋ねたところ、次の通

りの回答結果となりました。 

・丌足している：48.6 ％ 

・適性である：48.0 ％ 

・過剰である：3.5 ％ 

業種別に見ると、 

建設業（61.6 ％）、 

情報通信業（62.8 ％）、 

飲食店・宿泊業（61.1 ％）、 

医療・福祉（69.0 ％）において

丌足感が高いようです。 

また、「2017 年の経営活動に影

響を不えそうな要因」として「人材

の丌足」（36.0 ％）がトップとなっ

ており、中小企業における人材丌足

問題はますます深刻な状況となっ

ているようです。 
 

◆若手社員の定着には何が有効か？ 
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対策はお済みですか？「従業員による介護」をとりまく最新事情 

◆施行から1 カ月！「改

正育児・介護休業法」 

 
先月、育児・介護休業

法の改正法が施行されま

した。 

報道などでは「育児」

のほうがクローズアップ

されがちですが、もう一

方の「介護」も要注目の

改正となっています。 

◆１月から変わった「介護休業」 
従業員の介護休業に関する今年 1 月からの改正点は次の通りです。 

（１）介護休業の分割取得が可能に（3 回を上限に通算 93 日まで） 

（２）介護休暇の取得単位が柔軟化（半日単位も可能に） 

（３）介護のための所定労働時間の短縮措置の回数増 

（介護休業とは別に 3 年間で 2 回以上） 

（４）介護のための所定外労働の制限の新設（介護終了まで所定外労働を制限） 

この他にも、介護の対象となる家族の範囲が拡大されたり、有期契約労働者の介護

休業取得要件が緩和されたりと、全体的に従業員の「就業と介護の両立」をより柔軟

に支援する方向性での改正と言えます。 

今後、介護のために休業を希望する従業員が増えることが予想されます。 

改正法はすでに施行されていますので、介護休業の運用体制がまだ整っていないと

いう企業は、今すぐ就業規則や社内規程を見直さなければなりません。 

◆マタハラ防止は当たり前。ケアハラ防止も 

忘れずに 
さらに、今回の改正では、介護を理由とする従業

員への丌利益な取扱い（介護ハラスメント。通称「ケ

アハラ」）の防止措置が新たに義務付けられました。 

介護休業を取得しようとする従業員に対し、休業

を拒否したり、復帰後に閑職へ追いやったり、心無

い言葉をかけるような行為が発生したりした場合、

その企業は法的責任を追及されるおそれがありま

す。 

防止措置とは、例えば社内報・研修・パンフレッ

トなどで企業としての方針を周知・啓発することや、

苦情を含む相談の窓口を設けることなどです。 

これらはマタハラの防止と共通する措置でもあり

ます。 

◆支給額は 3 年ぶりの減額 

2017 年度の年金額が「前年度比 0.1 ％引下げ」と発表されました。 

総務省が発表した「平成 28 年平均の全国消費者物価指数」が前年から 0.1 ％下落したことが年金額に反映されたも

のであり、3 年ぶりの改定です。 

なお、「マクロ経済スライド」はデフレ時には見送るという規定があり、2016 度に引き続き適用されません。 

2017 年度の国民年金の支給額は、満額で月 6 万 4,941 円（前年度比 67 円減）、厚生年金の支給額は、会社員だっ

た夫と専業主婦のモデル世帯（40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場

合）で月 22 万 1,277 円（同 227 円減）となります。 

◆国民年金保険料、在職老齢年金は？ 
2017 年度の国民年金保険料（月額）は 16,490 円（前年度比 230 円引上げ）です。 

2004 年（平成 16 年）の改正で保険料を毎年 280 円ずつ引き上げることが定められ、2017 年度はその上限（16, 

900 円）の年度となり、同年度以降は 16,900 円で固定されるはずですが、前年の物価変動率や実質賃金変動率によっ

て増減されます。 

在職老齢年金は、60 歳台前半（60 ～64 歳）の支給停止調整変更額と 60 歳台後半（65 ～69 歳）と 70 歳以

降の支給停止調整額については 46 万円（前年度比 1 万円減）に改定となります。 

また、60 歳台前半（60 ～64 歳）の支給停止調整開始額（28 万円）は前年度と同額です。 

◆「年金額の改定ルール」の見直し 

昨年 12 月の臨時国会で成立した「年金制度改革関連法」には、年金支給額を賃金に合わせて引き下げる新しいルー

ルが盛り込まれました。 

この新ルールでは、現役世代の負担を重視し、物価が上がった場合でも現役世代の賃金が下がれば年金支給額を減ら

す仕組みで、2021 年度からの実施となります。 

 

◆企業もダブルケア対策の時代 
「ダブルケア」という言葉をご存知でしょうか？ 横浜

国立大学の相馬准教授とブリストル大学の山下上級講師に

よる造語であり、「子育てと介護が同時期に発生する状態」

を指します。 

近年は晩婚化の影響で、子育て期間と親の介護期間が重複

しやすい傾向にあり、ダブルケアに直面する人が増えていま

す。 

内閣府の推計によれば、ダブルケアを行っている人は男性

8 万 5,000 人、女性 16 万 8,000 人で、この数字は今後、

年々増加することでしょう。 

企業にとっても、「育児休業やマタハラへの対応」と「介

護休業やケアハラへの対応」の両立が必要です。今回の法改

正をきっかけに、従業員のダブルケア対策を急ぎましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

  

  

3 月の税務と労務の手続提出期限［提出先・納付先］ 

 
10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督署］ 

 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告［都・市］ 

○ 贈不税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 

○ 国外財産調書の提出［税務署］ 

○ 総収入金額報告書の提出［税務署］ 

  

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 


